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はじめに

この委員会は、今後一層複雑多様化が進行することが見込まれる

、 、社会情勢及び より悪質・巧妙・広域化する犯罪情勢の下において

いかにすれば限られた警察力をもって、より高い水準の治安を県民

に提供できるのか、２０年、３０年先を見据えた県警察のあり方に

ついて検討することを目的として平成２０年６月に警察本部長の諮

問機関として設置された。

県下の治安は、重要凶悪事件やけん銃発砲事件の多発、暴力団対

立抗争の激化・長期化などの情勢から県民の体感治安はいまだに好

転しておらず、また、近年の市町村合併の進展による管轄区域と行

政区域とのかい離、今後の警察職員の定員情勢及び犯罪の発生傾向

の変化など、県警察が対処しなければならない問題は多く、依然と

して深刻な状況である。

これらの問題を一つひとつ確認した上で、時代と県民のニーズに

的確に対応する県警察を構築するとともに、将来を見据えて治安基

盤を整備し、県警察の活動が能率的・弾力的に遂行されることによ

り、県民が安全・安心を実感できる地域社会を実現するため、これ

まで７回にわたる委員会の開催と警察署の視察を通じて、県民の視

点で審議し、検討を重ねた。

その結果、県警察の組織の中核であり、第一線における警察活動

の拠点である警察署の配置・運用について検討する必要性が認めら

れ、本答申を取りまとめるに至った。

本答申は、先に提出した中間答申の第１部「県警察を取り巻く情

勢など」及び第２部「警察署を中心とした組織のあり方」に、第３

部「組織力を最大限に発揮させるための施策のあり方」を追加する

形で作成した。

第２部において、警察署の機能強化方策などについて取りまとめ

ているが、これは時代の変化に的確に対応しうる精強な第一線警察

を構築するためには、地域の安全・安心の拠り所として、県民に最

も身近で、第一線における治安維持を全面的に担っている警察署の

機能強化が、必要不可欠かつ喫緊の課題と捉えて取りまとめたもの

である。これに加えて、第３部において取りまとめた組織力を最大

限に発揮させるための施策などを、各警察署の実情に応じて取り組

むことにより、第一線警察の機能は、より一層強化されるものと考
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えている。

県警察においては、本答申の趣旨を踏まえ、警察署の再編整備に

関する基本構想を早急に作成し、真に県民のための精強な福岡県警

察を確立することを強く望むものである。
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第１部 県警察を取り巻く情勢など

１ 県警察の警察署の変遷

現行警察法が施行された昭和２９年７月当時、県下に３９警

。 、察署が設置されていた その後の社会・治安情勢などに応じて

警察署の分割・統合などを行ったが、平成２１年２月現在、

４０警察署体制となっており、その総数はほとんど変化なく推

移している。

２ 社会情勢などの変化

 社会環境の変化

近年、モータリゼーションや道路交通網・情報通信などが

飛躍的に発達・普及したことや郊外型の大型商業施設の増加

などに伴い、県民の日常生活圏は拡大している。

また、警察署間の移動に要する時間についても、現行警察

法が施行された当時と比較すると格段に短縮されている。

さらに、福岡都市圏への人口の一極集中化や住民の意識の

多様化に伴う地域の連帯意識の希薄化などにより、防犯機能

の低下が認められる。

 治安情勢の変化

ア 犯罪の都市部への集中化

都市化の進展に伴う都市部の人口増加により、犯罪の発

生も都市部（特に福岡市及び周辺地域）に集中する傾向が

顕著である。

イ 犯罪の広域化

犯罪が都市部に集中する一方で、モータリゼーションや

道路交通網の発達などに伴い、高速道路や幹線道路などを

利用した、複数県にまたがる連続窃盗事件や村落部におけ

る重要凶悪犯罪の発生など、犯罪の広域化も顕著である。

ウ 犯罪の２４時間化

２４時間営業店舗及び深夜営業店舗などの増加などによ

り、県民などの活動時間帯が変化してきたことに伴い、夜

間における警察事象が増加している。

エ 暴力団や来日外国人犯罪組織の暗躍、重要凶悪犯罪の多
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発、新たな犯罪の出現など

道仁会・九州誠道会対立抗争事件をはじめとする本県の

暴力団情勢は、予断を許さない極めて厳しい状況にある。

また、福岡県はアジアの玄関口であることから、来日外

国人犯罪組織と暴力団などが結託して薬物や銃器の密輸・

密売を敢行するなど、その暗躍が危惧されている。

加えて、重要凶悪犯罪やけん銃発砲事件などの発生は依

然として高水準で推移しており、犯罪態様にあっても、広

域・スピード化、悪質・巧妙化している。

その他、サイバー犯罪や振り込め詐欺などの県民に身近

で悪質な新たな犯罪の出現、低年齢・悪質化する少年犯罪

など時代の変化と共に犯罪情勢も刻々と変化を遂げている。

 市町村合併の進展

平成１１年３月時点では、県下９７市町村（２４市６５町

８村）であったものが、市町村合併の進展により、平成２１

年２月現在では、６６市町村（２８市３４町４村）となって

いる。これに伴い行政区域と警察署の管轄区域にかい離が多

数生じている。

 警察職員の定員情勢

平成１２年に、警察刷新会議から「警察刷新に関する緊急

提言」を受けて、本県においては、平成１４年から平成１９

年までの６年間で１，２２５人の警察官の増員措置がなされ

てきた。

しかし、今後当面は、警察官の大幅な増員が見込めないこ

と及び福岡県集中改革プランの中で一般職員の削減が求めら

、 。れていることから 厳しい定員情勢となることが見込まれる

 警察署間の業務負担格差の増大

平成１９年中の警察署間の業務負担格差をみると、管内人

． 、口は最大の筑紫野警察署が最少の添田警察署の約２３ ３倍

刑法犯認知件数は最大の筑紫野警察署が最少の黒木警察署の

約４９．６倍、人身交通事故発生件数は最大の筑紫野警察署

が最少の黒木警察署の約３８．３倍、１１０番受理件数は最

． 、大の博多警察署が最少の黒木警察署の約１０９ １倍であり

その格差は非常に大きい。
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３ これまで講じてきた県警察の施策

県警察では、平成１４年に刑法犯認知件数が戦後最多の約

１７万件に達するなど危機的な治安情勢となって以降、治安の

再生を図るため、下記の施策を講じてきた。

 人的基盤の強化

前述のとおり、平成１４年から平成１９年までの間、

１，２２５人の警察官の増員がなされたほか、退職した警察

職員の中から、在職中の経験・知識に照らし、適任者を交番

相談員や警察安全相談員、スクールサポーターなどとして活

用している。

 組織体制の整備

ア 交番・駐在所の再編整備

平成１５年に、隣接する交番などを統合して大型化し、

夜間・休日体制の強化とパトロールの強化を図るととも

に、統合に合わせてパトカーを各交番に配備し、機動力の

強化などを図った。

イ 警察署の分割・統合

 西警察署の分割

平成１８年４月３日、業務過重となっていた西警察署

を分割し、早良区及び城南区を管轄する早良警察署と西

区を管轄する西警察署に分割した。

 北九州水上警察署と門司警察署などの統合

平成２０年４月１日、北九州沿岸海域における、より

効率的な治安対策を推進するため、北九州水上警察署と

門司警察署などを統合した。

 業務の合理化

平成１８年６月１日から、交通警察業務の合理化を図るた

め、放置駐車違反取締りについて、放置された違法駐車車両

があるという事実の確認とその確認をした旨の標章の取付け

に関する事務を民間に委託する駐車監視員制度を導入した。

 治安対策

ア 街頭犯罪等抑止総合対策の推進

県民が身近に不安を感じる街頭犯罪などを重点対象罪種

として指定し、これらを重点的に抑止するため、大量の制

服警察官を街頭活動に投入し、徹底したパトロール活動や
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職務質問を行うとともに、自治体や地域住民などと連携し

て、犯罪抑止活動を行っている。

イ 安全・安心「ふくおか」実現プログラムの推進

平成１８年から平成２０年までの３年間、治安対策に取

り組むための行動計画として、街頭犯罪など身近な犯罪の

抑止、暴力団など犯罪組織の壊滅など７つの治安課題に対

処するための目標を設定の上、目標達成に向け組織を挙げ

て取り組み、一定の成果をあげたところである。

 現場執行力の強化

近年の急激な世代交代及び今後の警察職員の増員が見込め

ない現状を踏まえ、警察職員一人ひとりの質的強化を図り現

場執行力を強化する必要があることから 「若年警察官の早、

期育成 「実力ある捜査官育成制度の確立」など、具体的な」

施策を策定の上、推進中である。

地域住民などとの連携

平成２０年４月に「福岡県安全・安心まちづくり条例」が

施行されたところであり、警察活動を一層有効なものとする

ためには、地域住民、自治体、ボランティア団体などとの緊

、 、密な連携が不可欠であることから 合同パトロールをはじめ

地域住民などの実施する各種活動に対する支援及び協働活動

を積極的に行っている。

また 「ふっけい安心メール」などにより、各種事件・事、

故や不審者情報などの地域安全情報を積極的に提供し、地域

住民の防犯などに対する意識の向上や青色防犯パトロールな

どボランティア団体の活動への参画意識の醸成などを図って

いる。
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第２部 警察署を中心とした組織のあり方

１ 警察署の機能強化の必要性

前述の施策を含め、県警察は治安の維持・向上に向けた各種

施策を推進してきたことから、刑法犯認知件数は、平成１４年

のピーク時と比較すると減少傾向を示している。

、 、しかしながら 治安が良かったとされる昭和期と比較すると

いまだ高水準で推移していることに加え、暴力団による対立抗

争が激化し、殺人・強盗などの重要凶悪事件が多発している。

その他、指定暴力団は５団体で全国最多、平成１９年までの

統計でみるとけん銃発砲事件については４年連続で全国最多、

シンナー乱用少年検挙補導人員は８年連続で全国ワースト１位、

非行者率（１０歳から１９歳までの少年人口１，０００人当た

りに刑法犯少年が占める割合）も５年連続で全国ワースト１位

であるなど、依然として県民の平穏な生活を脅かす大きな課題

が散見され、県民の体感治安は、いまだ好転したとは言い難い

状況にある。

また、県民に身近で大きな脅威となっている振り込め詐欺や

インターネットの普及によるサイバー犯罪などの新たな手口の

犯罪に対しても、的確に対応していかなければならない。

さらに、近年の市町村合併の進展に伴い、警察署の管轄区域

と自治体の行政区域にかい離が生じている地域が多数認められ

るところであり、治安対策上、警察と自治体などとの一層の連

携が求められている今日においては、その連携面における支障

を早期に解消する必要がある。

このように、刻々と移り変わる社会情勢・治安情勢を考慮す

ると、現状はもとより、２０年、３０年先の将来を見据え、時

代の変化に的確に対応しうる精強な県警察を構築する必要があ

ることから、地域の安全・安心の拠り所として、県民に最も身

近で第一線における治安維持を全面的に担っている警察署を中

心に、その機能をより一層充実・強化することが、最も重要で

ある。

よって、全県下的な視野をもって、警察署の機能強化に向け

た審議を行うこととした。
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２ 警察署の機能強化方策

これまで７回にわたり委員会を開催するとともに警察署の視

察を行い、近年の社会・治安情勢などの変化、市町村合併の動

向、警察官の定員情勢などを勘案の上、県下の警察署の実態を

検証したところ、

○ 近年の市町村合併の進展に伴い、警察署の管轄区域と行

政区域にかい離が生じており、県警察と自治体、地域住民

などとの連携の面において支障が生じてきている

○ 警察署には、様々な警察事象に対応することが求められ

ているが、本来求められる機能を十分に備えているとは言

い難い警察署が存在する

○ 夜間・休日の体制が脆弱であり、かつ、運営が非効率と

なっている小規模な警察署が存在する

○ 犯罪の都市圏への集中などにより、警察署間の業務負担

格差が増大し、各地域における治安対策への取り組みに格

差が生じている

などの問題が浮き彫りとなった。

よって、これらを抜本的に解決するためには、現状の警察署

の配置・運用の見直しによる警察署の再編整備を実施し、組織

、 、基盤の強化を図る必要があるとの結論に達し その方策として

① 警察署の管轄区域の見直し

② 小規模警察署の統合

③ 業務過重警察署の分割

の３つの柱を中心に警察署の機能強化を検討した。

 警察署の管轄区域の見直し

治安の維持・向上は警察の責務であるが、近年の治安情勢

などをかんがみると、警察による取り締まりなどの活動のみ

では限界があることから、地域住民による自主防犯活動の活

性化や自治体などと協働した防犯環境の整備などを図ること

により、官民一体となった犯罪や交通事故の抑止活動を展開

することが必要不可欠である。

、 、 、したがって 警察署の管轄区域については 警察と自治体

、 、関係機関・団体 地域住民などとの協働による地域防犯活動

交通安全対策などをより効果的・効率的に推進するため、行

政区域を基礎とした一体性のある地域を一警察署が管轄する
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ことを原則として検討すべきである。

 小規模警察署の統合

近年の治安情勢などをかんがみると、初動捜査体制の確立

と２４時間社会に対応した体制の確立が必要不可欠である。

しかし、警察官の配置が少ない小規模警察署では、夜間・

休日の体制はもとより、通常勤務時にあっても事件・事故へ

の初動を含めた捜査体制が脆弱であること、警察署管内の情

勢に応じた積極的かつきめ細かな施策を行うことが困難であ

ること及び犯人を逮捕した場合に留置人を管理する体制をそ

の都度編成する必要があることなど、体制面に大きな問題を

有している。特に暴力団などが関与した組織犯罪、重要凶悪

事件、共犯者多数の事件、同時期に複数の事件が発生した場

合などの初動捜査体制に大きな不安を抱えている。

、 、 、 、また 警察署である限りは署長 副署長をはじめ 各課長

総務課及び会計課などの管理部門の職員の配置が必要である

が、隣接する警察署と統合することにより、管理部門を一元

化することができ、捻出された警察官を第一線現場へ配置す

ることが可能となる。

このように、夜間・休日体制の強化、事務の合理化及び第

一線の現場警察官の増強を図るために、小規模警察署につい

ては、隣接警察署との統合を検討すべきである。

ア 小規模警察署の脆弱性と非効率性

 脆弱性

○ 夜間・休日体制などの初動捜査体制の脆弱性

小規模警察署の夜間・休日体制をみると、その管轄

区域で組織犯罪、重要凶悪事件、同時期に複数の事件

が発生した場合などの初動捜査体制に大きな不安があ

るなど、体制として極めて脆弱である。

○ 積極的な施策を講じることの困難性

小規模警察署においては、日々発生する事件・事故

の処理に追われ、警察署独自の施策といった攻めの活

動（例：継続的な飲酒取締り活動や放火や強盗が連続

発生した場合などの大きな体制を必要とする張り込み

や警戒活動などの捜査活動）を行うことが極めて困難

である。

○ 各種業務の専門性発揮の困難性
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小規模警察署であっても、その業務の種別は規模の

大きな警察署と同様であり、これらを少人数で処理し

なければならず、各種業務の専門性を発揮することが

困難である。

○ 転用勤務の弊害

被疑者の勾留が少ない小規模警察署は、恒常的に留

置管理要員を確保しておくことが困難であることか

ら、被疑者を逮捕した際には、あらかじめ指定された

勤務員により、留置管理体制を編成する必要性が生じ

る。

この場合、留置管理要員として、他係員を転用の上

勤務に当たらせる、いわゆる転用勤務を行うこととな

るが、小規模警察署の慢性的な人員不足のため、署員

の割合で最も多い交番・駐在所員が転用される場合が

多いのが実情であり、第一線現場で活動する警察官が

削られるという悪循環を招いている。

○ 職員の精神的・肉体的負担

小規模警察署の警察職員は、夜間・休日にあっても

常に招集に対応できる態勢を余儀なくされることか

、 。ら 精神的・肉体的に過酷な勤務環境に置かれている

 非効率性

○ 定員管理面・財政面での非効率性

警察署として存在する限り、規模の大小にかかわら

ず、署長・副署長などの管理職員や総務課・会計課な

どの管理部門の職員を要する。

しかし、署員全体に占める管理部門職員の比率を比

較すると大規模警察署の管理部門職員が約１２パーセ

ントであるのに対し、小規模警察署は約２２パーセン

トと約２倍の割合で管理部門の職員を要するほか、基

礎的な施設・装備資機材も規模の大小にかかわらず必

要であるなど、定員管理面、財政面ともに非効率な運

用となっている。

○ 警察力の分散

モータリゼーション、交通機関、道路交通網の発達

、 、・整備により 警察署間の移動時間が短縮されたため

結果的に比較的狭い地域に警察署が点在し、警察力を
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分散させた形になっており、非効率な運用となってい

る。

などが挙げられ、これらの脆弱性及び非効率性を早急に解

消しなければならない。

イ 小規模警察署の位置づけ

前述のとおり 「脆弱性及び非効率性」が認められる警、

察署について審議した結果、署員数が８０人未満の警察署

を「小規模警察署」と位置づけ、検討することとした。

 業務過重警察署の分割

都市圏への犯罪の集中化などから、現状の警察署間の業務

負担格差には著しいものがあり、業務が過重となっている警

察署が見受けられる。また、警察署が複数の比較的大きな自

治体を管轄している場合、警察署と自治体などとのきめ細か

な連携が不十分となるおそれがある。

加えて、極端に大規模な警察署は、業務管理・人事管理の

適正化の観点からも検討する必要がある。

さらに、業務過重警察署の庁舎にあっては、設置当時の犯

罪情勢などに対応した規模で建築されていることから、その

後の事件・事故の増加に伴う署員の増員により庁舎が狭隘化

しており、犯罪などに的確に対応する所要の人員を収容でき

ない。また、十分な執務スペースを確保できないといった物

理的な問題をも含んでいる。

したがって、管内人口や事件・事故の発生件数が極めて多

く、同時に複数の比較的大きな自治体を管轄する業務過重警

察署については、業務負担の是正、一層の捜査など体制の充

実・強化、自治体などとの更なる連携強化及び業務管理・人

事管理の適正化などを図る必要性から、その警察署の管轄区

、 。域を分割し 新たに警察署を設けることを検討すべきである

３ 再編整備の対象警察署

 管轄区域の見直し

ア 管轄区域の見直しの要件

一行政区を複数の警察署が管轄している地域について

は、原則、管轄区域と行政区域を整合させることとする。

※ 平成２１年２月現在、市町村合併に伴い管轄区域と行政
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区域にかい離を生じている地域は下表のとおりである。

自治体 管轄警察署 合併期日

久留米市 久留米署、小郡署、うきは署、城島署 平成１７年２月

嘉麻市 上嘉穂署、飯塚署 平成１８年３月

八女市 八女署、黒木署 平成１８年１０月

みやま市 瀬高署、大牟田署 平成１９年１月

イ 対象警察署

① 久留米警察署 ② 小郡警察署 ③ うきは警察署

④ 城島警察署 ⑤ 上嘉穂警察署 ⑥ 飯塚警察署

⑦ 八女警察署 ⑧ 黒木警察署 ⑨ 瀬高警察署

⑩ 大牟田警察署

ウ 見直しを検討するに当たっての留意事項

見直しの対象となる警察署は、小規模警察署の統合対象

警察署と重複する警察署が多数あることから、これと関連

づけて検討する必要がある。

 小規模警察署の統合

統合対象警察署を選定するに当たっては、脆弱性・非効率

性が認められる署員数８０人未満の警察署であり、かつ、下

記要素を複数以上充足する警察署を対象警察署とする。

なお、福岡空港警察署及び博多臨港警察署については、他

、 。の警察署と性格を異にすることから 検討対象から除外する

ア 要素の設定

○ 主要警察事象が極めて少ないこと

○ 管内人口が５万人程度以下で、将来にわたって人口の

大幅な増加が認められないこと

○ 警察署の管轄区域と行政区域にかい離が生じているこ

と

○ 統合可能な隣接警察署が存在すること

イ 対象警察署

① 城島警察署 ② 添田警察署 ③ 黒木警察署
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④ 瀬高警察署 ⑤ 宮若警察署 ⑥ 大川警察署

⑦ 筑後警察署 ⑧ うきは警察署 ⑨ 上嘉穂警察署

ウ 統合を検討するに当たっての留意事項

統合を検討するに当たっては、治安情勢、警察活動上の

機能性・効率性、人口動態、広域行政圏、住民の生活圏、

道路の整備状況や公共交通機関の有無などの交通事情、歴

史的背景、地理的状況などについて、個別具体的に十分検

討した上で決定する必要がある。

 業務過重警察署の分割

分割対象警察署を選定するに当たっては、下記要件を複数

以上充足する警察署を対象警察署とする。

ア 要件の設定

○ 主要警察事象が極めて多いこと

○ 管内人口が３０万人を超え、将来も人口の増加が予想

されること

○ 複数の行政区を管轄していること

○ 庁舎の狭隘が著しいこと

○ 新設予定警察署の管内人口が概ね１０万人を超え、将

来も発展が予想されること

○ 新設予定警察署の署員数が概ね１２０人以上必要であ

ること

○ 前記事項を複数以上充足する警察署のうち、管轄区域

の見直しでは対応できないこと

イ 対象警察署

① 筑紫野警察署 ② 早良警察署

ウ 分割を検討するに当たっての留意事項

県の厳しい財政事情のなか、新たな警察署を建築するこ

、 、とは 非常に困難を伴うものであることは認識しているが

福岡県の未来のため、将来に希望がもてる安全で安心な県

民生活を実現するためには、強固な治安基盤が不可欠との

認識の下、県の重要課題として可及的速やかに分割を実施

する必要がある。

、 、 、また 警察署の新設または建て替えに当たっては 将来

施設が狭隘化しないように、犯罪発生の将来予測や地域の

発展性などを踏まえて、執務室数や執務スペース及び留置

施設の規模などを検討するとともに、近年の凶悪化する犯
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罪に対応することのできる執行力の強い警察官を育成する

ため、射撃場やトレーニングルームなどの併設についても

考慮すべきである。

４ 体制の強化と補完措置

小規模警察署を統合した場合、統合した警察署管内が広域化

することは避けられないものの、警察署の規模を拡大すること

により、前述の脆弱性及び非効率性が解消されるとともに、業

務能率の向上による警察職員の士気の高揚が図られ、県警察の

総合力が発揮されるなど、警察署管内の治安は大いに向上する

ものと考えられる。

、 、また ち密な捜査やきめ細かな県民への対応などが期待でき

捻出された管理部門の警察官をパトカー乗務員などの第一線現

場へ配置転換するなどの方法によって、現場の治安維持力及び

機動力が強化され、管轄区域の広域化といったデメリットは十

分にカバーできるものと考えられる。

一方、警察署の統合に伴い、地域住民の統合に伴う不安感を

はじめ、これまで警察署が存置していたことによる犯罪抑止効

果や地域のシンボル的存在、あるいは地域住民の警察署に対す

る愛着などといったものがあることも否めない。

また、警察の各種活動の遂行においては、地域住民の理解と

協力が不可欠であることを考慮すれば、統合後の補完措置につ

いては、治安維持・向上に関する措置はもとより、統合による

効果を損なわない方法により、地域住民の心情へ配慮した措置

も必要である。

、 。補完措置の方策として検討した結果は 下記のとおりである

 パトロール活動を中心とした街頭活動の強化

平成１９年度「第１回県政モニターアンケート」及び平成

１９年１月に県警察が実施した「治安に対する意識調査」に

よると 「警察の活動の中で特に力を入れて欲しい活動また、

は治安再生のために効果があると思う警察活動」は 「制服、

警察官によるパトロール」が圧倒的に多く、また、実質的に

もパトロール活動は、犯罪などの抑止効果が高いことが認め

られる。

よって、パトカーの増車や警察署の統合により捻出された



- 15 -

警察官をパトカー乗務員として配置するなどして、制服警察

官によるパトロール活動を中心とした街頭活動の強化方策を

講じる必要がある。

加えて、地域住民の安心感の醸成及び地域に一層密着した

活動を展開するため、徒歩または自転車によるパトロールや

パトロール中の声かけについても励行する必要がある。

 幹部交番の設置と警察署施設の活用

統合された警察署施設の建設年次などを考慮の上、活用可

能である場合は同施設を有効活用し、同所を所管する交番を

同施設に移転の上、統合後の情勢の変化に的確に対応するた

め、警部を責任者として置くとともに、統合後の警察署管内

におけるパトカーなどの活動拠点の一つとする必要がある。

 相談・意見・要望への適切な対応

ア 警察安全相談などへのきめ細かな対応

統合後は、警察安全相談に応対する係員の配置や交番相

談員の配置及び移動交番の有効活用などにより、きめ細か

に地域住民の意見や要望を汲み上げられることができる体

制を構築する必要がある。

その他、地域の公民館などを利用した防犯指導や情報発

信活動を精力的に推進すべきである。

なお、交番相談員については、非常勤職員としての採用

となることから、新たな予算を伴うものであるが、交番が

より一層地域に密着したきめ細かな地域活動を展開できる

ようにするため及び地域住民の安心感の醸成の観点から、

交番相談員の配置については強力に推進する必要がある。

イ 各種許認可事務などの取扱い

統合される警察署において行っていた各種許認可事務・

証明事務については、許認可事務などの取扱総数自体が少

「 。」ないこと及び 一人でも多くの警察官を現場に配置する

という業務の合理化と警察署の再編効果の観点から、統合

した警察署で一括して取り扱うことが妥当と考えられる。

５ 再編整備の実施時期

 管轄区域の見直し及び小規模警察署の統合

管轄区域の見直しと小規模警察署の統合は重複する対象警
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察署が多く、同時期の実施が望ましい。

小規模警察署の脆弱性・非効率性の解消は、喫緊の課題で

あることから、早急に実施する必要があり、可及的速やかに

実施する必要がある。

 業務過重警察署の分割

業務過重警察署については、重要犯罪をはじめ、各種事件

・事故の多発により、地域住民が大きな不安感を抱いている

現状にあることから、この状況を回復し、県下全体の治安水

準を向上させるため、その地域の警察力を早急に強化する必

要性が極めて高いものと考えられる。

また、警察署を新設するには数年の建築期間を要すること

から、小規模警察署の統合と並行して可及的速やかに実施す

る必要がある。
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第３部 組織力を最大限に発揮させるための施策のあり方

第一線警察の機能を強化し、県下の治安を維持・向上させるため

には、前述のとおり、第一線の治安維持を全面的に担っている警察

署の機能をより一層充実・強化することが重要である。

加えて、第一線における警察活動は、警察職員のマンパワーによ

るところが大きく、一人ひとりの力を集結した組織力の強化も重要

な課題であり、下記の施策を推進していく必要がある。

大量退職期への的確な対応１

県警察においては大量退職期の渦中にあり、今後も平成２１

年度から平成２７年度にかけて、約２，５００人（県警察警察

官の約４分の１）の警察官の退職が見込まれている。

大量退職に伴い大量採用も行われることとなり、知識・経験

豊富なベテラン警察官が数多く退職し、若い警察官が増加する

、 。ことから 現場執行力の維持・強化が重要な課題となっている

したがって、現在、県警察が行っている若年警察官の早期育

成のための施策及び中高年警察官一人ひとりの質的強化を一層

強力に推進していかなければならない。

一方、質の高い人材を数多く獲得する絶好の機会でもあり、

将来を見据えた上で、戦略的な採用施策を執る必要がある。

また、若年警察官に捜査技術などを確実に伝承するため、高

度な捜査技術などを有する定年退職した警察官を再雇用するな

ど、退職警察官の活用についても、積極的に推進する必要があ

る。

２ より良い組織づくりに向けた職員一人ひとりの意識改革

組織力を高めるためには、職員一人ひとりが生き生きと職務

に邁進でき、職員同士がお互いに思いやりがある温かみのある

職場をつくっていく必要がある。

そのためには、第一線現場の意見・要望などをストレートに

吸い上げ、それを真摯に受け止め組織運営に反映させるなど、

現場の実態に則した組織づくりに努めることが重要である。

また、公私を問わず、自由闊達に語り合い、仕事に取り組め
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る風通しの良い職場をつくり、全職員が同じ目標に向かって精

勤することによって、職員同士の一体感や組織に対する愛着、

職務に対する誇りと使命感が培われ、さらには、仕事に対する

、 、達成感や充実感 組織人としての存在感が味わえるようになり

ひいては不祥事案の再発防止と県民の信頼回復につながってい

くと考えられる。

したがって、より良い組織の実現が全職員に課せられた責務

であると同時に、県民への責務であることを強く認識し、より

良い組織づくりに向けて積極的かつ持続的に取り組む必要があ

る。

３ 業務運営の合理化・効率化

県警察においては、今後当面、警察職員の大幅な増員が見込

めないことから、現状の限られた警察力で、県下の治安維持・

向上を図っていかなければならない。

警察署の再編により、第一線における治安維持の基盤は整備

されるものと期待されるが、これに加えて、地域などの実情に

応じた効果的かつ効率的な各種施策を積極的に行うことが重要

である。

警察活動は、マンパワーによるところが大きく、一人でも多

くの警察官が街頭において活動できる体制を構築することが、

治安の維持・向上に直結するものと考えられる。

したがって、庶務的事務を一元的に管理できるネットワーク

システムやＴＶ会議システムの導入など、煩雑な警察業務の事

務処理のＩＴ化を促進の上、各種システムを構築し、業務処理

の簡素化・効率化を推進するなど、民間への業務委託も含め、

更なる業務の合理化・効率化を検討する必要がある。

４ 地域との連携強化と協働

時代の変化に伴い犯罪情勢が変化している中、地域住民の連

帯意識の希薄化など、地域社会の形態も変化している。

より良い治安の維持・向上を図るためには、警察と地域との

より一層の連携強化が求められる。

よって、地域住民に身近な情報を積極的に分かりやすく広報
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するなど、地域住民の防犯意識の更なる向上を図るとともに、

地域の実態や特性を踏まえ、合同パトロールなど警察と地域な

どが一体となった活動を推進するなど、自主防犯ボランティア

団体に対する支援を充実させ、その活動の活性化を図る必要が

ある。

また、企業なども積極的に防犯活動に取り組んでいるところ

であり、これらの活動に対する積極的な支援・広報活動を恒常

的に行うことも重要である。

加えて、より良いコミュニティーを形成していくためには、

、 、防犯・交通環境の整備を十分に行う必要があることから 警察

県、市町村、県民、企業などが、それぞれの役割を十分に認識

した上で相互に連携し、安全・安心を実感できる地域社会づく

りに努めていかなければならない。

５ 施策を講じるに当たっての配意事項

施策は、各部（課・係）単位の実情に応じて策定しなければ

ならないが、その個々の施策それぞれが体系的なものとなって

いなければ、効果的なものとは成り難いことから、警察本部と

警察署、あるいは各部門、各警察署間など組織内の縦・横の連

携を緊密にとった上で施策を講じる必要がある。

また、一つひとつの施策が効果的であっても、施策の数が多

すぎると、現場で活動する者を惑わせることとなる。

したがって、施策を講じるに当たっては、最重点の事項は何

か、現場で実際に活動する者に分かりやすく、活動しやすい内

容となっているか、施策の数が多すぎず現場の者が迷わないよ

うな、または個人間の取り組みに温度差が生じないようなもの

となっているかなど、現行の施策の見直しも含めて、検討・策

定する必要がある。

施策を進めるに当たっては、その進捗状況を的確に把握する

とともに、節目における検証や見直しを確実に行い、真に実効

ある施策となるよう配意しなければならない。
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おわりに

先に提出した、警察署のあり方を中心に取りまとめた中間答申の

公表により、一部の地域において、警察署の統合に対する不安の声

があがったが、本委員会においては、地域住民の警察署に対する思

いや、統合に伴う不安感なども十分に考慮した上で、統合の必要性

及び功罪などを審議してきた。

今後、県警察においても、地域住民の心情には十分に配慮した上

で、小規模警察署の統合の趣旨は、統合によるスケールメリットを

生かして、統合された地域全体の治安の向上を図るものであるとい

う説明を尽くし、県民の理解と協力を得ていく必要がある。

最後に、真に地域社会の安全・安心を実現するためには、県、市

町村、県民、企業などと警察がより一層積極的に連携することが重

要であることを付記しておく。

第一線警察機能強化委員会委員として、これまで多大なご尽力を

いただきました金子龍夫委員が、平成２０年１２月３０日にご逝去

されました。

金子委員のご遺徳を偲び、哀悼の意を表します。

平成２１年２月１０日

第一線警察機能強化委員会

委員長 芦塚 日出美

委 員 江藤 守國

委 員 大庭 宗一

委 員 金子 龍夫

委 員 神代 明

委 員 古賀 和子

委 員 谷口 美香

委 員 戸畑 喜

委 員 山田 耕路




